
資料番号 3 

チ威22卒度 組織改1Eぐ第フ 

平成22年 1月 

豊島区組織等検討委員会 



I日 新 

管理調整課 課
 

務
 

総
 

祉
 

福
 

1．組織数 

部 課 兼務 ー兼務一 

21年度 18 82 20 

22年度 18 84 

増、減 0 2 

※部は担当部長を含む。 

※課は、地区連絡担当副参事（12）を含む。 

2. 改正内容（部及び課） 

(1）新 設 
庁舎建築担当課長 

西部生活福祉課 

がん対策担当課長 

マンション担当課長 

(2）廃 止 
副参事（政策調整担当） 

定額給付金担当課長 

(3）改 組 
~日 新

  
秘書課 区長室 

生活福祉課（※一課体制） 生活福祉課（※ニ課体制） 

(4）名称変更 

※新たな組織の名称は仮称です。 



部 課名 
現 	行 

（平成21年4月1日現在。以下同じう 
改 	正 	後 . 

政策経営部 

政策経営部 

企画課 

政策経営部 

企画課 

財政課 財政課 

行政経営課 行政経営課 

秘‘課 I醒~ 
（改組） 

広報課 

（改組） 

広報課 

情報管理課 情報管理課 

副り二（い三調：「“当） 
（』一止） 

改正内容 
（理由） 

0秘書課に副参事（政策調整担当）を統合し、区長室とする。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

2 
秘書係 区長室 秘書係 ~秘書課 	~ 

政策経営部

区長室 

-｛政策調整担当係長 I 
~副参事（政策調整担当） 	1 

（新設） 
（廃止） 

改
く
 
正

理
 
内
由
 
容

ー
  

0セ一フコミュニテイなど全庁的に調整が必要な重要政策への対策を強化するため、政策調整担当係長を設置する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

3 

契 約 課 

契約係 

契 約 係 
検 査 担 当 係 長 

検査担当係長 
総務部

契約課 

契約課 

一”‘’ペ二‘よ旦当系長 入 

（●設） 

改正内容 
（理由） 

0入札‘契約制度の改革を推進するため、入札契約制度改革担当係長を設置する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

4 

施設管理部 

財産運用課 財産運用課 

施設管理部 施設課 

庁舎建設室 

施設管理部 施設課 

庁舎建設室 

施設計画課 施設計画課 

丁昌膏コ二旦当＃：長 
（丁設） 

改
く
 
正

理
 
内
由
 
容

、
  

0新庁舎建設における設計業務を円滑に行うため、庁舎建築担当課長を設置するロ 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

5 

施設管理部 

庁舎建築 
担当課長 

庁麓急長一鷹鷲築担当係長 1 

改正内容 
（理由） 

0新庁舎建設における設計業務を強化するため、庁舎建築担当係長を新設する。 
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部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

6 

区民部 

区民活動推進課

地域区民ひろば課

区民課 

税務課 

区民活動推進課

地域区民ひろば課

区民課 

税務課 区民部 

国民健康保険課 

高齢者医療年金課 

自治協働推進担当課長 

区民部 

国民健康保険課 

高齢者医療年金課 

自治協働推進担当課長 

東部区民事務所 

‘謝三1締稀謝堺携書~ ( x 	) 

東部区民事務所 

皿立”．中市ヌ考＝ヒ 需立” 	中中ョ女二亡 r昌口ITI＝氏手かni rコ口Pua氏甲4'IっI 

改正内容 
（理由） 〇定額給付事業の終了に伴い、定額給付金担当課長を廃止する。 

部 課 名 現 	行 改 正 	後 

7 
管理係 

戸籍届出係 

管理係 
区民部 

区民課 
区民課 

戸籍証明係

住民記録係 

外国人登録係 

区民課 戸籍届出係

戸籍証明係 

住民記録係 
（統合） 

外国人登録係 

‘姐主t甫議~ 
（廃止 ＝, 主民記録係へ統合） 

改正内容 
（理由） 

0執行体制の見直しにより、住居表示係を廃止し、住民記録係へ統合する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

B 
資源循環課 	清掃計画係 資源循環課 リサイクル推進係 

リサイクル推進係 

（統合） 

清掃計画係 

清掃環境部

資源循環課 
地域’Ir「係 

（廃止ニ●リサイクル’進係に統合） 

改正内容 
（理由） 

0執行体制の見直しにより地域連携係をリサイクル推進係に統合する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

9 

宴量清掃事 

管理係

作業係 
蕩清掃事 

管理係 
清掃環境部 

豊島清掃事
務所 

務所 

資源収集係 

H指導係 I 
（廃止＝指導・繁華街係へ） 

許可係 

作業係 

資源収集係 

II粟誓「軍柔報‘~ 
（『合） 

許可係 

―」繁華街対策担当係長 ~ 
（廃止＝中指導・繁華街係へ） 

改正内容 
（理由） 

0執行体制の見直しにより、指導係と繁華街対策担当係長を統合し、指導・繁華街係を設置する。 
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部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

10 

保健福祉部 
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改正内容 
（理由） 

0課名から事務分掌が分かるようにするため、名称を管理調整課から福祉総務課に変更する。 
0生活福祉課を生活福祉課と西部生活福祉課へ分割する。 
0がん対策及び在宅医療制度対策強化のため、がん対策担当課長を設置する。 

部 課 名 現 	行 改 正 	後 

11 障害者福祉課 障害者福祉担当係長 障害者福祉課 障害者福祉担当係長 

心身障害者福祉センタ― 心身障害者福祉センタ― 保健福祉部 

障害者福祉課 目＝・活七一習P 
(,止） 

目白福祉作業所 
（廃止） 

改正内容 
（理由） 

U目白生活実習所及び目白生活作業所の管理に指定管理者を導入したことにより、組織を廃止する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

12 生活福祉係

相談係 

生活福祉係

相談係 保健福祉部

生活福祉課 

生活福祉課 

保護第―係

保護第二係

保護第三係 

生活福祉課 

保護第―係

保護第ニ係

保護第三係 

I当憲三う四‘． 
た行 ＝ 正白生活福祉課へ） 

主畿塗注護‘． 
ョ丁＝中 止‘生活福祉課へ） 

臨響要覇~ 
（え行 ＝ 山百生活福祉課へ） 

自立支援担当係長 

聯i，舞韓踊I翠亀~ 
可,, 

自立支援担当係長 

改正内容 
（理由） 

〇生活保護世帯の増加に伴う事務量増のため、生活福祉事業を2課体制に分割する。 
0路上対策業務強化のため、業務を一元化し、路上対策担当係を設置する。 
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部 課 名 現 改 正 	後 

13 

西部 
生活福祉課 

生活三祉係 

保健福祉部 

西部 
生活福祉課 

（新設） 

（「設） 

『護らー係 
（移行・ー生活福祉課より） 

匡歌需昌馴 
（二行 ー一活福祉課より） 

昆軍竃糾翻 
（移行・一生活福祉課より） 

改正内容 
（理由） 

0生活保護世帯の急増に伴い、生活福祉事業を2課体制に強化する。 

部課 名 現 	行 改
 
正
 
後
 

 
14 

健康推進課 

健康係 健康係 
（統合） 

保健指導係 

医務担当係長 

衛生検査担当係長

精神保健担当係長 

保健福祉部

健康推進課 

保健指導係 健康推進課 

E達，魂~ 
‘こ 	っ 	‘手「、こ統合） 

医務担当係長 

衛生検査担当係長 

精神保健担当係長 

瞬I駐清謝三撃Il曜司 
「、J 

改正内容 
（理由〕 

〇執行体制の見直しにより、栄養係及び歯科衛生担当係長を健康係に統合する。 

部 課 名 現 	行 改 正 	後 

15 

がん対策 保健福祉部 

がん対策 
担当課長 

がん対策・ 
地域医療担当係長 担当課長 

（新設） 

改正内容 
（理由） 〇がん検診の受診率の向上及び在宅医療制度の対策強化‘ のため、カ玩対策．地域医療担当係長を新設する。 

部 課 名 現 	行 改 正 	後 

16 
健康係 

曇~ 

健康係 
（統合） 

保健指導係 

保健医療担当係長

栄養担当係長 

保健福祉部 

長崎 
健康相談所 

麟相談所 保健指導係 
保健医療担当係長 

健康相談所 

栄養担当係長 

F詰‘騒F毒1撃鱗霊ョ 
F 

改く 正理 内由 容

ソ  

0執
行
体
制
の
見
直
し
に
よ
り
、
歯
科
衛
生
担
当
係
長
を
健
康
係
に
統
合
す
る
。
 



部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

17 

子ども課 

子ども施策調整係 

子ども課 

子ども施策調整係

放課後対策係 子ども家庭部

子ども課 

放課後対策係

地域支援係 地域支援係 

―ョ子ども福祉入材育成担当係長 1  
（新設‘ー人材育成課より） 

子どもスキップ（15)~ --4子どもスキップ（打）~ 
（子どもスキップ仰高・長崎新設） 

 	~児童館（7) →児童館（6) 	~ 
（長崎第ニ児童館廃止） 

H,古っ十」，、」z，一‘，、 H,古一,十」ー、．z，一I，、 
1 I西】エじ．ノ’ 	、Iノ "“回ュIーノ’ 	、『ノ 

改正内容 
（理由） 

0子ども家庭福祉を担う人材の育成を更に充実させるため、現場の実情等を反映しやすい子ども課へ移管する。 
0仰高児童育成室を廃止し、子どもスキップ仰高を新設する。 
0長崎第二児童館を廃止し、子どもスキップ長崎を新設する。 

部課 名 現 	行 改 正 	後 

18 
保育園担当係長 

保育園課 

保育園担当係長 

21園（区立園は24園） 

子ども家庭部

保育園課 
保育園課 ー一ー」池袋本町保育園 ~ 

（廃止 ＝ 民営化） 

21園（区立園は24園） 

改正内容 
（理由） 

0民営化に伴い池袋本町保育園を廃止する。 

部 課 名 現 	行 改 正 	後 

~ 
都市整備部 

都市計画課 

住環境整備課

都市開発課 

都市計画課 

住環境整備課

都市開発課 都市整備部 

住宅課 

建築指導課 

建築審査課 

都市再生プ口ジエクト担当課長 

都市整備部 

住宅課 

建築指導課 

建築審査課 

都市再生プ口ジエクト担当課長 

マンション担当f長 
（新設） 

改正内容 
（理由） 

0マンションの建替えや耐震などの相談を総合的に行うため、マンション担当課長を新設する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

20 

都市整備部 

マンション
担当課長 

ろ垂燕 	了とション担当係長 	I 
瞬’「故1 

改正内容 
（理由〕 

0マンション対策業務を推進するため、マンション担当係長を新設する。 

部 課 名 現 	行 改 	正 	後 

21 
教育センタ 	I次長 教育センタ 匿lI~ 

( ’設） （廃止〕 
教育委員会 

教育センター I誘雁・1舞舞擢編誠司1瑠~ 
（月行 ＝ 	名白 日一予三“IJ、．．より） 

改正内容 
（理由） 

〇効率的な事業運営のため、教育指導課の特別支援教育グル一プを教育センタ一へ移行する。 
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議 員 協 議 会 

22.3.26 政策経営部行政経営課 

平成22年度 組織改正（案）について 

平成22年2月に行われた、予算内示会（資料番号3）からの変更点 

霧部評名 

	

J 茎：二 	‘ ' 

	

ジ 	●曹 	成21年4月1日現在［、馬同し 	鷲難 
’「‘ 	二「● 	改 	正 	霊与舞レ 	％ゲ rヴ 	‘ 

1 

政策経営部 

政策経営部 

企画課

財政課

行政経営課

秘書課 政策経営部 

企画課 

財政課 

行政経営課 

（改組） 

広報課 

情報管理課 

副参事（政策調整担当） 
（廃止） 

区長室 

（改組） 

広報課 

情報管理課 

セ―フコミュニテイ担当課長 

（新設） 

改正内容 
（理由） 

0セ一フコミュニテイの推進に向けた横断的な総合調整を行うため、セーフコミュニテイ担当課長を設置する。 

部 課 名 馴 ミぎ電心一J 改 g 騒ご 	後議え m 	鷲 

2:....可 
セ一フコミュニテイ担当係長 セーフコミュニ 

政策経営部 

セ一フコミュニ
テイ担当課長 

テイ担当課長 	（新設） 

改正内容 
（理由〕 

0セ一フコミュニテイ活動に必要な調査・研究、関連団体との調整など、認証取得に向けた取り組みを推進するため、セ一フコ
ミュニテイ担当係長を設置する。 

部 課 名 
りえ、、い一 』 改 曹 正 

グ 	 ‘ 

3 

都市整備部 

都市整備部 

都市計画課 

住環境整備課

都市開発課 都市整備部 

都市計画課 

住環境整備課

都市開発課 

住宅課 

建築指導課 

建築審査課 

都市再生プ口ジエクト担当課長 

住宅課 

建築指導課 

建築審査課 

都市再生プ口ジエクト担当課長 

マンション担当課長 
（新設） 

宣II に 	I．~ム~m士＋．ー、ノII‘ロ皿、 
mリク 三、mI‘盲Iロ」“d、っノ、ッ1り＝ノ 

（新設） 

改正内容 
（理由） 

0現庁舎周辺のまちづくりを行うため副参事を設置する。 

議 員 協 議 会 

22.3.26 政策経営部行政経営課 

平成22年度 組織改正（案）について 

平成22年2月に行われた、予算内示会（資料番号3）からの変更点 

霧部評名 

	

J 茎：二 	‘ ' 

	

ジ 	●曹 	成21年4月1日現在［、馬同し 	鷲難 
’「‘ 	二「● 	改 	正 	霊与舞レ 	％ゲ rヴ 	‘ 

1 

政策経営部 

政策経営部 

企画課

財政課

行政経営課

秘書課 政策経営部 

企画課 

財政課 

行政経営課 

（改組） 

広報課 

情報管理課 

副参事（政策調整担当） 
（廃止） 

区長室 

（改組） 

広報課 

情報管理課 

セ―フコミュニテイ担当課長 

（新設） 

改正内容 
（理由） 

0セ一フコミュニテイの推進に向けた横断的な総合調整を行うため、セーフコミュニテイ担当課長を設置する。 

部 課 名 馴 ミぎ電心一J 改 g 騒ご 	後議え m 	鷲 

2:....可 
セ一フコミュニテイ担当係長 セーフコミュニ 

政策経営部 

セ一フコミュニ
テイ担当課長 

テイ担当課長 	（新設） 

改正内容 
（理由〕 

0セ一フコミュニテイ活動に必要な調査・研究、関連団体との調整など、認証取得に向けた取り組みを推進するため、セ一フコ
ミュニテイ担当係長を設置する。 

部 課 名 
りえ、、い一 』 改 曹 正 

グ 	 ‘ 

3 

都市整備部 

都市整備部 

都市計画課 

住環境整備課

都市開発課 都市整備部 

都市計画課 

住環境整備課

都市開発課 

住宅課 

建築指導課 

建築審査課 

都市再生プ口ジエクト担当課長 

住宅課 

建築指導課 

建築審査課 

都市再生プ口ジエクト担当課長 

マンション担当課長 
（新設） 

宣II に 	I．~ム~m士＋．ー、ノII‘ロ皿、 
mリク 三、mI‘盲Iロ」“d、っノ、ッ1り＝ノ 

（新設） 

改正内容 
（理由） 

0現庁舎周辺のまちづくりを行うため副参事を設置する。 


